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　ご来庁する皆さんへのわかりやすくスムー

ズな対応や、業務の効率化を目指して、葉山

町役場は今年４月から組織の編成を新しくし

ます。

　それにあわせて窓口や問合せ先などに変更

がありますので、ご確認ください。

問合せ　企画調整課　☎内線332

　町民サービス課と健康増進課は、町民健康課に統
合され、転入・転出時の届出と国民健康保険などの
手続きが一つの窓口で出来るようになります。
　住民票や戸籍の届出などは、町民健康課が窓口に
なりますので、お間違えのないようにお願いします
（窓口の場所は変わりません。フロアガイドは4ペー
ジをご覧ください）。

　今まで健康増進課では、保険年金業務を町役場、
健康増進業務を保健センターで対応していたため、
わかりにくいとの声がありました。４月からは全て
の業務が役場内に移りますが、検診や相談事業、教
室などは今までと変わらず保健センターで開催しま
す。健康に関する相談は、すべて町民健康課までお
寄せください。

　防災力・危機管理力を強化するため、現在の総務
課防災係を防災安全課とします。
　また、交通安全や防犯に関する業務も新たに担当
します。
　災害時には、災害対策本部や消防との連携が図れ
る仕組みを確立します。
　

　火災を早く発見するための「住宅用火災警報器」、
火災を最小限で抑えるための「住宅用消火器」の設
置や使い方などの周知を含め、火災予防に関する事
務は消防本部の予防課が担当します（現行：消防総
務課予防係）。
　普段の備えや火災予防などの相談についても、お
気軽にご相談ください。

　第４次総合計画に掲げる政策を着実に管理・推進
し、経営的視点で組織を強化するため、「政策財政部」
を新設します（政策課・財政課・公共施設課）。
　また、総務部は５課から３課（総務課・税務課・
防災安全課）となり、保健福祉部は「福祉部」、生
活環境部は「環境部」に名称が変わります（課の名
称は変わりません）。

　企画調整課の事務を見直し、政策課を新設します。
町民ニーズを的確に捉え、町政への反映と正確な情
報発信に努めることを目的とした秘書広報係、町民
との協働を推進する協働推進係、政策の立案・総合
調整を行う企画調整係を設置します。また、現在の
総務課の事務も見直し、庁舎管理業務や情報管理・
情報公開業務を担当します。
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町役場フロアガイド受付窓口が変わります！

1Ｆ

2Ｆ

2Ｆ

2Ｆ

2Ｆ 3Ｆ

各課の場所は 4 ページでご確認ください ＊ 緑の斜線部分 が変更箇所です＊ 緑の斜線部分 が変更箇所です

1 階

2 階

※環境課は今までと変わらず３階です。３階・４階のフロアに変更はありません。

戸籍や健康保険は町民健康課へ

　今まで町民サービス課で受け付け
ていた戸籍や住民票、印鑑証明、転
入・転出届、婚姻届などは、町民健
康課が窓口です。
　また、国民健康保険
の届出も、町民健康
課が窓口です。

町内会・自治会は政策課へ

　今まで町民サービス課で受け付けていた町内
会・自治会に関すること、回覧板などは、役場２
階の政策課までお越しくだ
さい。
　行政相談や法律相談などの
各種相談は、1階の町民健康
課で受け付けています。

広報・広聴に関することは政策課へ 情報公開・個人情報保護は総務課へ

　今まで企画調整課で受け付け
ていた情報公開請求や個人情報
保護に関することは、総務課が
窓口になります。
※４月から総務課の場所が変わ
ります。４ページのフロアガ
イドをご覧ください。

交通安全や防犯は防災安全課へ

　今まで交通安全や防犯は町民サー
ビス課が窓口でしたが、４月からは
防災安全課で受け付けます。
※窓口は１階から２階に
　移ります。４ペー
　ジのフロアガイド
　をご覧ください。

犬猫などのペットは環境課へ

　飼い犬の登録や狂犬病の予防注射な
どの受付窓口は、保健センターから役場
３階の環境課へ移ります。
　４月以降にペットのしつけ
やマナーに関すること
は、環境課までお問い合
わせください。

　町の広報紙（でんごんばんへの掲
載）や HP に関すること、広報板へ
の掲示申込みは、企画調整課から政
策課へ移ります（庁舎内コミュニ
ティボードの受付は総務課）。
　町への提案や要望などの広聴事業
に関することも政策課です。
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